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伊計島（うるま市）
面積が1.72k㎡、多くが琉

球石灰岩に覆われている。
1982年「伊計大橋」が架橋
されたが、居住人口は減少を
たどり、国勢調査で1995年
が365人だったのが、2020
年には253人まで減少。しか
し、この数年、IターンやU
ターンなどで若干人口増加。

産業は農業、漁業、宿泊施
設、海水浴場（有料）、また、
ダイビングや海水浴な
どで地元客や外国人な
どが訪れている。



１．伊計島憲章の制定背景
①課題
・1982年の架橋以前から海水浴客等

が来ていたが、架橋後、アガイビ
スク（東の浜）などに、海水浴客やBBQ、ダイビ
ング客などが訪れ、キャンプ・野宿等によるたき火や花火、
騒音、釣り等によるゴミの放置、集落内での水着や上半身
裸、集落や農道での迷惑な駐車・行為などが発生。

・伊計島内には、拝所・御嶽が数多くあるが、それらが島外
者による改変・破壊が以前から問題となっていた。

②制定の背景
・沖縄県内では地域憲章が県内離島等で制定が相次ぎ、
「公益団体法人 沖縄県地域振興協会」の助成もあり、制定。



２．伊計島憲章の制定の流れ
①大まかな流れ
「伊計島憲章制定事業」での4回のワークショップを開催後、
その憲章を地区役員会での検討、審議委員会、区民総会の承
認を受けて決定され、2022年4月に公表。
②ワークショップの内容
第1回⇒「地域ルール」づくりと運用について、資源の価値・

魅力を把握したうえでの地域ルールの方法（ガイドライン、
条例など）や沖縄県内外における住民憲章の制定方法や特
徴、課題を通して、伊計島にあった憲章のイメージづくり。

第2回⇒過去から現在までの伊計島の生活・文化・自然などの
良さと課題を洗い出し。



②ワークショップの内容
第3回⇒自治会を通じて住民に憲章についてのアンケートを実

施し、その結果をもとに意見交換を実施しました。そのア
ンケートでは、課題に関して、ごみの投棄・放置、島内の
風紀の維持、自然環境や景観の維持、拝所等の保全などの
回答が多く、「自然と歴史」、「助け合い」、「静かな穏
やかな暮らし」、「美ら」などのキーワードが見られた。

第4回⇒ワークショップに参加できていない島民の女性にアン
ケートや聞き取りを行い、それらと第3回で報告したアン
ケート結果を踏まえて、自治会⾧との事前調整を行ったう
えで、伊計島憲章（素案）を作成し、ワークショップで提
示して意見交換を行い、伊計島憲章（案）を完成。



３．伊計島憲章の概要
①「目的」「住民の精神の誇り」

先祖から受け継いだ自然や文化を保護し、持続するために
伊計島内外に憲章内容を示し、特に観光等の目的で来た来島
者に伊計島での迷惑行為の防止、住民へは環境保全の協力等
を求めている。
②「住民の義務」

島の環境・景観を保つためにごみの投棄や放置をしないこ
と、島の暮らしを活かした農業・漁業・観光などの発展につ
とめること、伝統行事や芸能の参加を促したり、島の発展を
考えた土地売却を呼びかけている。



③「来島者の義務」「制限」
ごみの片付けやたき火・花火等の禁止、神聖の場所への侵

入や神器等の破壊・持ち出しの禁止、神聖な場所への侵入等
に促すようなSNS等による発信の禁止などがあります。
・伊計島憲章の来島者への
告知は、島内7か所に憲章の
条文を記載された看板を設
置することで、浸透を図っ
ています。なお、本憲章は
強制でなく、各個人の任意
の協力を求めており、具体
的な指標を示していない。





沖縄タイムス
2022年4月22日付



４．伊計島憲章制定後の効果・影響・取り組み
①「住民の義務」
・景観保全⇒うるま市景観条例に基づく「伊計島重点地区」

に指定され、憲章での内容を反映させた取り組み開始。
・産業振興⇒フクギの枝等を活用した染色体験。

麦栽培の拡大・商品開発。
・観光振興⇒通信高校がハーリー
  体験。看護学校生のフィール
  ドワーク。修学旅行の受入れ。
・共同売店⇒再活性化
・文化振興⇒ウシデー

ク(女性祭祀)による
交流。



沖縄タイムス
2023年1月27日付琉球新報

2023年11月8日付

②「訪問者の義務」
・保安林伐採
・保安林植樹





②「訪問者の義務」
・迷惑駐車⇒減少せず、ダイビ

ング客等が伊計島憲章の
看板前にも駐車。

・インターネット配信⇒減少して
いるが、憲章制定後も配信。

・迷惑行為⇒減少。
海岸等でのたき火・花火、
集落内での水着姿、ペットの放置などは一応守られている。
伊計島憲章は結果的に持続可能な観光となる方向性を示してい
る。今後、住民へのアンケートを基に憲章の改訂も必要性も。
以上、伊計島憲章の取組事例の報告は以上です。
ありがとうございました。


